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1 章  計画の基本的事項  

 

（1）計画策定の背景と目的 

地球温暖化とは、二酸化炭素を始めとする温室効果ガス排出量の増加により、

地球全体の平均気温が上昇する現象であり、その影響は気候にも大きな変化を与

えています。近年では、海面水位の上昇、猛暑による干ばつ、豪雨などの異常気

象、農作物や生態系への影響など、地球温暖化に伴う気候変動の様々な影響が懸

念されています。 

 

この現状に対して、平成 27（2015）年 12 月にフランスのパリで開催された国

連気候変動枠組条約第 21回締約国会議（ＣＯＰ21）では、温室効果ガス削減のた

めの新たな法的枠組となる「パリ協定」が採択されました。「パリ協定」では、気

候変動枠組条約に加盟するすべての国が参加し、世界共通の長期目標として、世

界全体の平均気温上昇を産業革命以前に比べて 2℃より十分低く保つとともに、

1.5℃に抑える努力目標が掲げられました。 

さらに、パリ協定を受けて平成 30（2018）年 10 月に国連の気候変動に関する

政府間パネル（以下「ＩＰＣＣ」という。）が公表した「1.5℃特別報告書」では、

パリ協定の努力目標を達成するためには、令和 32（2050）年前後には二酸化炭素

排出量を実質的にゼロにすることが必要とされています。この報告書を受け、世

界各国では令和 32（2050）年までのカーボンニュートラルを目標として掲げる動

きが広まりました。 

 

こうした国際的な動向を受け、国は、令和 2（2020）年 10月に内閣総理大臣の

所信表明演説において「2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指

す」ことを宣言しました。続けて、令和 3（2021）年 10月には、パリ協定を契機

に平成 28（2016）年度に策定された「地球温暖化対策計画」の改定が閣議決定さ

れ、温室効果ガスの削減目標（令和 12（2030）年 46％・令和 32（2050）年カーボ

ンニュートラル（平成 25（2013）年度比））の達成に向けて挑戦を続けることを表

明しました。 

 

区では、地域の環境を総合的かつ計画的に保全し、もって地球環境の保全にも

貢献していくため、平成 8（1996）年に杉並区環境基本計画を策定しました。その

後、環境問題をめぐる内外の動向や社会情勢の変化に対応するため、4 度の改定

を行ってきました。 

令和 3（2021）年 11 月には、令和 4（2022）年度を始期とする新たな「杉並区

基本構想」を実現するための「杉並区総合計画・杉並区実行計画」の策定に合わ

せ、令和 32（2050）年までに温室効果ガス排出量を実質ゼロにする「2050年ゼロ

カーボンシティ」を目指すことを表明しました。これを受け、令和 4（2022）年 5

月に新たな「杉並区環境基本計画」を策定し、その取組を開始したところです。
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今後、ゼロカーボンシティの実現に向けて、区民、事業者、区が一体となって地

球温暖化対策に取り組むため、区内各部門の二酸化炭素排出量等の実態と削減目

標を示すとともに、そのための具体的な取組を取りまとめた地方公共団体実行計

画（区域施策編）として、「杉並区地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」（以下

「本計画」という。）を策定します。 
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（2）計画の位置づけ 

本計画は、「地球温暖化対策の推進に関する法律」（以下「温対法」という。）第

21条に基づき、「地方公共団体実行計画（区域施策編）」として策定するものであ

り、「気候変動適応法」第 12 条に基づく「地域気候変動適応計画」の内容を包含

しています。 

また、「杉並区環境基本計画」の下位計画として位置づけ、地球温暖化対策に関

連する法律や条例、区が策定する関連計画等との整合性を図ります。 

 

 

 

（3）計画の期間と見直し 

本計画の期間は、「杉並区総合計画」及び「杉並区環境基本計画」の終期と合わ

せ、令和 5（2023）年度から令和 12（2030）年度までとします。 

なお、社会情勢や取組の進捗状況等を踏まえ、必要に応じて見直しを行います。 

 

  

杉並区基本構想

杉並区総合計画 （令和４(2022)年度～令和12(2030)年度）

杉並区実行計画 （総合計画の９年間を３つの期間に分けて策定）

杉並区環境基本計画 （令和４（2022）年度～令和12（2030）年度） 杉並区環境基本条例

国・都の関連法規・計画

• 地球温暖化対策推進法
• 気候変動適応法 等

区関連計画

• 杉並区一般廃棄物処理基本
計画

• 杉並区まちづくり基本方針 等

杉並区地球温暖化対策
実行計画（事務事業編）

令和５年度～令和12年度
（2023年度～2030年度）

杉並区地球温暖化対策
実行計画（区域施策編）

令和５年度～令和12年度
（2023年度～2030年度）

※適応策：杉並区気候変動適応計画
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（4）対象とする範囲 

 Ⅰ 対象とする地域 

杉並区域全域を対象とします。 

 

 Ⅱ 対象とする温室効果ガス 

温対法第 2条第 3項に掲げる以下の 7種類の温室効果ガスを排出量削減の対象

とします。 

ガス種類 用途・排出源 地球温暖化係数※ 

二酸化炭素 

（CO₂） 

石油や天然ガス等の 

化石燃料の燃焼など 
1 

メタン 

（CH₄） 
自動車の走行など 25 

一酸化二窒素 

（N₂O） 
自動車の走行など 298 

ハイドロフルオロカーボン類 

（HFCs） 

カーエアコンの使用 

（冷媒ガス漏洩含）など 

1,430 

など 

パーフルオロカーボン類 

（PFCs） 
半導体の製造工程など 

7,390 

など 

六ふっ化硫黄 

（SF₆） 

変電設備に封入される電

気絶縁ガスなど 
22,800 

三ふっ化窒素 

（NF₃） 
半導体の製造工程など 17,200 

     ※地球温暖化係数とは、二酸化炭素の温室効果を 1 とした時の温室効果の強さを表したもの 

 

Ⅲ 対象とする部門 

以下の 5部門を、温室効果ガス排出量削減の対象とします。 

部門 主な排出源 

産業部門 
製造業、建設業などにおけるエネルギー消費に伴

う排出 

民生部門 
業務部門 

事務所・ビル、商業、サービス施設の他、いずれ

の部門にも属さないエネルギー消費に伴う排出 

家庭部門 家庭におけるエネルギー消費に伴う排出 

運輸部門 
自動車、鉄道などにおけるエネルギー消費に伴う

排出 

廃棄物部門 廃棄物の処理に伴い発生する排出 

     ※業務部門と家庭部門を併せて、「民生部門」とします。 
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